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通知等変更特約条項 

(賠償責任保険普通保険約款用) 

 

第１条（通知義務） 

当会社は、賠償責任保険普通保険約款（以下「普通保険約款」といいます。）第 10条（通

知義務）の規定を次のとおり読み替えます。 

「第 10 条（通知義務） 

（１）保険契約締結の後、保険契約申込書その他の書類の記載事項の内容に変更を生じ

させる事実（保険契約申込書その他の書類の記載事項のうち、保険契約締結の際に当

会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事

実に限ります。）が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、事実の発生がその

責めに帰すべき事由によるときはあらかじめ、責めに帰すことのできない事由による

ときはその発生を知った後、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承

認を請求しなければなりません。ただし、その事実がなくなった後は、当会社に申し

出る必要はありません。 

（２）（１）の事実がある場合（（４）ただし書の規定に該当する場合を除きます。）は、

当会社は、その事実について変更依頼書を受領したかどうかにかかわらず、保険契約

者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 

（３）（２）の規定は、当会社が（２）の規定による解除の原因があることを知った時か

ら１か月を経過した場合または（１）の事実が生じた時から５年を経過した場合には

適用しません。 

（４）保険契約者または被保険者が（１）に規定する手続を怠った場合は、当会社は、（１）

の事実が発生した時または保険契約者もしくは被保険者がその発生を知った時から当

会社が変更依頼書を受領するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を

支払いません。ただし、（１）に規定する事実が発生した場合において、変更後の保険

料率が変更前の保険料率より高くならなかったときを除きます。 

（５）（４）の規定は、（１）の事実に基づかずに発生した事故による損害には適用しま

せん。                                   」 

 

第２条（保険金の支払時期） 

当会社は、普通保険約款第 26条（保険金の支払時期）の規定を次のとおり読み替えます。 

「第 26 条（保険金の支払時期） 
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（１）当会社は、被保険者が前条（３）に規定する手続を完了した日（以下この条にお

いて「請求完了日」といいます。）からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金

を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。 

① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生

の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実 

② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われ

ない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無 

③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害と

の関係 

④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める

解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無 

⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者

が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、

当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認することが必要な事項 

（２）（１）の確認を行うため次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、（１）

の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数（複

数に該当する場合は、そのうち最長の日数）を経過する日までに、保険金を支払いま

す。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時

期を被保険者に対して通知するものとします。 

① （１）①から④までの事項を確認するために行う警察、検察、消防その他の公の

機関による捜査・調査結果の照会（弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会

を含みます。） 180 日 

② （１）①から④までの事項を確認するために行う専門機関による鑑定等の結果の

照会 90 日 

③ 災害救助法が適用された災害の被災地域における（１）①から⑤までの事項の確

認のための調査 60 日 

④ （１）①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段が

ない場合の日本国外における調査 180 日 

⑤ 損害賠償請求の原因となる事由もしくは事実の検証・分析を行うために特殊な専

門知識・技術を要する場合、これらの事由もしくは事実が過去の事例・判例等に鑑

みて特殊である場合または同一の事故により多数の者の身体の障害または多数の財

物の損壊が生じる等被害が広範に及ぶ場合において、（１）①から④までの事項を確

認するために行う専門機関による鑑定等の結果の照会 180 日 

（３）（２）①から⑤までに掲げる特別な照会または調査を開始した後、（２）①から⑤

までに掲げる期間中に保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合は、当

会社は、（２）①から⑤までに掲げる期間内に被保険者との協議による合意に基づきそ
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の期間を延長することができます。 

（４）（１）から（３）までに掲げる事項の確認または照会もしくは調査に際し、保険契

約者または被保険者が正当な理由なくこれらの実行を妨げ、またはこれらに応じなか

った場合（必要な協力を行わなかった場合を含みます。）は、これにより確認が遅延し

た期間については、（１）から（３）までの期間に算入しないものとします。    」 

 

第３条（読替規定） 

（１）この保険契約において、保険料に関する規定の変更特約条項の規定は、下表のとお

り読み替えます。 

保険料に関する規定の変更特約条項の規

定 

読替前 読替後 

第３節第１条（保険料不払による保険契約

の解除）（１）④ならびに第４節第１条（保

険料の返還、追加または変更）（１）、（３）

および（４）柱書 

通知 承認の請求 

第４節第１条（４） 危険増加 事実 

第４節第１条（６）② 普通保険約款第 10

条（通知義務）（２）

または（６） 

普通保険約款第 10

条（通知義務）（２） 

（２）（１）のほか、この保険契約に付帯される特別約款または特約条項において、普通保

険約款第 10 条（通知義務）または普通保険約款第 26 条（保険金の支払時期）にかかわ

る規定がある場合は、それらの規定は、この特約条項の趣旨に従い読み替えるものとし

ます。 

 

第４条（普通保険約款等との関係） 

この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険

約款ならびにこの保険契約に付帯される特別約款および他の特約条項の規定を適用します。 
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制裁等に関する特約条項 

 

この保険契約において保険金を支払うべき損害、損失、傷害または費用（以下「損害等」

といいます。）が発生した場合において、保険金の支払を行うことにより当会社が次の制裁、

禁止、規制または制限（以下「制裁等」といいます。）を受けるおそれがある場合は、その

損害等に対しては、いかなる場合においても、当会社は、保険金を支払いません。 

① 国際連合の決議に基づく制裁等 

② 欧州連合、日本国、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国またはアメリカ合

衆国の貿易または経済に関する制裁等 

③ ①または②以外の制裁等 
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保険料不精算特約条項 

（賠償責任保険普通保険約款用） 

 

第１条（保険料算出の基礎） 

（１）賠償責任保険普通保険約款（以下「普通保険約款」といいます。）第３条（用語の定

義）の規定にかかわらず、この保険契約において保険料を定めるために用いる次の用語

の意味は、それぞれ次の定義によります。 

用語 定義 

売上高 保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度（１年間）等において、被保

険者が販売または提供した商品またはサービスの税込対価の総額をいい

ます。 

完成工事高 保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度（１年間）等において、被保

険者が完成させた工事に関する税込収益の総額をいいます。 

賃金 保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度（１年間）等において、被保

険者が労働の対価として被用者に支払った税込金銭の総額をいいます。 

入場者 保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度（１年間）等において、施設

に入場した利用者の総数をいいます。 

（２）当会社は、この保険契約の保険料が（１）に規定するもの以外の金額または数量に

対する割合によって定められる場合においては、（１）に準じて、保険契約締結時に把握

可能な最近の会計年度（１年間）等におけるその金額または数量を、保険料を定めるた

めに用います。 

 

第２条（保険料精算の不適用） 

当会社は、普通保険約款第 14 条（保険料の精算）（１）および（３）、第 23 条（保険料

の返還－解除の場合）ならびにこの保険契約に付帯される特別約款または特約条項の保険

料の精算の規定を適用しません。 

 

第３条（保険金計算の特則） 

当会社は、保険金を支払う場合において、保険契約者または被保険者が申告した売上高、

完成工事高、賃金もしくは入場者または第１条（保険料算出の基礎）（２）に規定する金額

もしくは数量が実際の金額または数量に不足していたときは、申告された金額または数量

に基づく保険料と実際の金額または数量に基づく保険料との割合により、保険金を削減し
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て支払います。 

 

第４条（普通保険約款等との関係） 

この特約条項に規定のない事項については、この特約条項に反しないかぎり、普通保険

約款およびこの特約条項が付帯される特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特

約条項の規定を適用します。 
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特定費用不担保特約条項 

（サイバーリスク特別約款用) 

 

この保険契約において、当会社は、被保険者が次の費用を負担することによって生じた

損害に対しては、保険金を支払いません。 

事業連プラン 

【タイプⅡ】 

個人情報漏えい通知費用、個人情報漏えい見舞費用、クレジット情報モニタリング費用 

 

【タイプⅢ】 

緊急対応費用、サイバー攻撃対応費用、原因・被害範囲調査費用、相談費用、コンピュータシステム復

旧費用（コンピュータシステム損傷時対応費用のみ） 

 

 


